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衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
ボ
タ
ン
ウ
キ
ク
サ
（
ウ
ォ
ー
タ
ー
レ
タ
ス
）
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

ボ
タ
ン
ウ
キ
ク
サ
に
つ
い
て
は
、
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

十
七
年
政
令
第
百
六
十
九
号
）
に
お
い
て
、
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
六
年
法
律
第
七
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
外
来
生
物
（
以
下
「
特
定
外
来
生

物
」
と
い
う
。
）
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
（
平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
・
環
境
省
令
第
二
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
生

業
の
維
持
を
目
的
と
し
た
法
第
一
条
に
規
定
す
る
飼
養
等
（
以
下
「
飼
養
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
法
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
飼
養
等
の
許
可
（
以
下
「
飼
養
等
の
許
可
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
こ
と
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
か
ら

現
在
ま
で
の
間
に
な
い
。
ま
た
、
ボ
タ
ン
ウ
キ
ク
サ
に
つ
い
て
、
法
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
付
さ
れ
た
施
行
規
則

第
七
条
第
二
号
の
条
件
に
基
づ
き
、
法
第
八
条
に
規
定
す
る
譲
渡
し
等
又
は
輸
入
を
行
っ
た
場
合
に
お
け
る
飼
養
等
に
係
る

特
定
外
来
生
物
の
数
量
の
変
更
の
届
出
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
令
和
二
年
四
月
か
ら
現
在
ま
で
の
間
に
な
い
。
さ
ら
に
、
飼

養
等
の
許
可
を
受
け
ず
に
ボ
タ
ン
ウ
キ
ク
サ
の
販
売
又
は
輸
入
を
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
法
第
四
条
、
第
七
条
又
は
第
八
条



 

２ 

 

の
規
定
の
違
反
に
つ
い
て
、
法
第
九
条
の
三
第
一
項
の
措
置
命
令
や
行
政
指
導
等
を
行
っ
た
こ
と
は
、
令
和
二
年
四
月
か
ら

現
在
ま
で
の
間
に
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
ボ
タ
ン
ウ
キ
ク
サ
の
販
売
又
は
輸
入
に
関
す
る
現
状
に
、
問
題
が
あ
る
と

は
考
え
て
い
な
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

法
第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ボ
タ
ン
ウ
キ
ク
サ
の
法
第
九
条
に
規
定
す
る
放
出
等
（
以
下
「
放
出
等
」
と

い
う
。
）
を
し
た
者
に
対
し
て
、
放
出
等
を
し
た
ボ
タ
ン
ウ
キ
ク
サ
の
回
収
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
執
る
べ
き
こ
と
を
命

じ
た
こ
と
は
な
い
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

ボ
タ
ン
ウ
キ
ク
サ
を
含
む
特
定
外
来
生
物
の
生
態
や
生
態
系
に
与
え
る
影
響
、
放
出
等
の
禁
止
を
含
む
法
上
の
禁
止
事
項

等
に
つ
い
て
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
を
環
境
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
表
す
る
こ
と
等
に
よ
り
普
及
啓
発
を
図
っ
て
い
る
ほ
か
、

地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
、
専
門
家
を
派
遣
し
、
特
定
外
来
生
物
の
生
態
、
防
除
技
術
等
に
つ
い
て
講
習
を
行
う
な
ど
の
技

術
的
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
農
業
水
利
施
設
の
管
理
に
影
響
を
及
ぼ
す
特
定
外
来
生
物
等
に
対
す
る
防
除
に
つ
い
て
、

そ
の
方
法
等
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
、
地
方
公
共
団
体
、
農
業
水
利
施
設
の
管
理
者
等
に
対
し
、
普
及
啓
発
を
図



 

３ 

 

っ
て
い
る
。
引
き
続
き
、
こ
れ
ら
の
取
組
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
ボ
タ
ン
ウ
キ
ク
サ
の
防
除
等
に
関
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
経
費
の
一
部
を
特
定
外
来

生
物
防
除
等
対
策
事
業
に
よ
り
支
援
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
農
業
水
利
施
設
の
管
理
者
が
実
施
す
る
当
該
施
設

の
管
理
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
ボ
タ
ン
ウ
キ
ク
サ
の
防
除
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
経
費
の
一
部
を
水
利
施
設
管
理

強
化
事
業
に
よ
り
支
援
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
る
特
定
外
来
生
物
の
防
除
等
に
要

す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
特
別
交
付
税
措
置
を
講
じ
て
い
る
。
加
え
て
、
地
方
公
共
団
体
等
が
行
う
特
定
外
来
生
物
の
防
除

に
係
る
活
動
等
に
対
す
る
技
術
的
支
援
と
し
て
、
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
取
組
の
ほ
か
、
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
環
境
研

究
所
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
「
侵
入
生
物
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
お
い
て
、
特
定
外
来
生
物
の
「
基
本
情
報
」
、
「
侵
入
情
報
」

及
び
「
参
考
資
料
」
を
公
開
し
て
い
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
、
ボ
タ
ン
ウ
キ
ク
サ
に
つ
い
て
お
尋
ね
の
「
飼
料
、
肥
料
、
燃
料
な
ど
に
活
用
す
る
研
究
」
は
行
っ
て
い
な

い
。 


